
　育成就労制度の施行に向けた準備と

して、2026年中に開始されるもう一つの

取組みがあります。2026年9月1日から

受付が開始される、育成就労計画の認定

についての事前申請です。これも、制度

開始後の円滑な運用を目的として、施行日

前から認定を行うものです。

　2026年9月1日から育成就労計画の

認定の受付を開始するということは、育成

就労外国人の候補者との面接は、それより

前に開始されることになります。

　また、実際に育成就労計画を作成する

場合には、転籍制限期間（最長2年）をどの

ように設定するか、入国前・入国後講習や

3年間の日本語教育をどのように実施

するかといった点を事前に決定する必要

があります。

　特に、転籍制限期間を上限である2年と

する場合には、1年目から2年目への移行

時に昇給が義務付けられます。

　日本語についても、一定の試験に合格

していない場合には、認定日本語教育

機関の就労課程において日本語を勉強

する必要がある等、技能実習制度には

なかった対応が求められます。

　そのため、育成就労計画の認定申請を

行う場合には、上記のような転籍制限

期間や日本語教育などについて予め決定

したうえで手続きに進む必要があると

いえます。

　2026年春時点において、監理団体

及び実習実施者が取り得る事項について

は、次のとおりです。

1　監理団体

　監理団体が監理支援機関になる場合

には、2026年4月15日から開始される

監理支援機関の許可申請に対応していく

ことになります。定款の変更や送出機関

との協定の締結など、監理支援機関の

許可申請に必要な準備を進める必要が

あります。

　また、監理支援機関の許可申請後に

ついては、実習実施者に対して、移行の

スケジュールを案内していくことも重要

です。2026年は育成就労制度と技能

実習制度の手続きが並行する初めての

年です。そのため、実習実施者の混乱を

防ぐという観点からも、いつから育成就労

での面接や計画認定申請が開始するか、

いつまでに技能実習制度での面接や計画

認定申請を行うかを案内すべきでしょう。

　2026年4月15日からは、監理支援機関

の許可の事前申請受付が開始されます。

育成就労制度において監理支援を行う

ためには、監理支援機関の許可を得る

必要があります（育成就労法23条1項）。

これは、技能実習制度における監理業の

許可を持つ監理団体についても同様

です。したがって、監理団体も含めて、育成

就労制度での監理支援を行うためには

監理支援機関の許可を取得する必要が

あります。施行日から円滑に事業を開始

するため、許可申請は施行日前から受け

付けられることとなり、2026年4月15日

より受付が開始されます。

　許可申請にあたっては、法人の種類

によっては定款に監理支援事業を明記

する必要があるなど、事前準備が求めら

れます。

　また、2027年4月1日から監理支援

事業を開始する場合は、2026年9月30

日までの申請が望ましい旨が外国人技能

実習機構から示されています。そのため、

遅くとも同日までに申請を行う必要があり

ます。

　2024年6月に、技能実習制度を育成

就労制度に改正する法律が成立しました。

その後、2025年9月30日には主務省令

である育成就労法施行規則等が公布

され、制度の施行に向けた準備が着実に

進められています。

　本稿では、約1年後に本格的な開始を

迎える育成就労制度について、現時点

における施行準備の状況を概観すると

ともに、今後必要となる対応事項を整理

します。

　育成就労制度の施行に向けた制度整備

の状況は、表１のとおりです。

　2023年は制度改正の検討、2024年は

法整備、2025年は法律より細かい主務省

令等の整備と位置づけられます。一方、

2026年は、4月15日から監理支援機関の

許可申請の事前受付、同年9月1日から

育成就労計画の事前受付が開始される

など、制度を実装する年といえます。

2　実習実施者（受入企業）

　実習実施者にとって重要なのは、2026

年の採用において技能実習制度で採用

するのか、育成就労制度で採用するのか

の検討です。技能実習制度は人材育成

及び国際貢献が目的の制度であり、育成

就労制度は人材育成と人材確保を目的と

する制度です。つまり、両制度は目的が

異なります。2026年は両制度の手続きが

並行することになるため、受け入れる実習

実施者においても、採用をどちらの制度

で行うかを選択する必要があります。

　また、育成就労制度での採用を行う

場合には、技能実習制度ではなかった

日本語教育への対応が必要となるため、

事前の体制整備が求められます。

　このように、2027年4月1日の育成就労

制度の開始に向けて、いよいよ制度を

実装するための準備が始まりました。

　誰も取り残さない円滑な育成就労制度

への移行のためにも、関係者がそれぞれ

の立場で協力しながら準備を進めること

が重要だといえるでしょう。

　技能実習制度に代わる「育成就労制度」の開始に向け、制度整備や申請手続きが本格的

に動き出しています。今回は、施行までのスケジュールや現時点での準備状況を整理する

とともに、監理団体や実習実施者が今から検討・対応すべきポイントを解説します。
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表1　育成就労制度の施行に向けた制度整備の状況

表2　育成就労制度移行へのスケジュール
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2027年4月1日 育成就労制度の開始

2027年2月中 最後の技能実習計画の認定申請の期限

2026年9月1日 育成就労計画認定の事前受付

2026年4月15日 監理支援機関の許可事前受付

2026年1月23日 分野別運用方針閣議決定

2025年9月30日 主務省令公布

2024年6月21日 技能実習制度を育成就労制度へ改正する法律公布

年月日 項目

●許可申請書の添付書類となる（育
　成就労法施行規則43条1項10号）。
●協定書の文言に注意（運用要領5－
　99）。

2027年4月1日に開始する場合、
9月30日までの申請が必要となる。

2027年2月までに行う必要がある。
1年職種のように、育成就労制度で対象とならない職種に
ついては、この時期の計画認定申請が最後の申請になる。

政令（令和7年政令第341号）14条の経過措置により監理
団体があっせんすることが可能。
なお、フィリピンだとこの時点でMWOの手続きを終えて
いる必要があるが、遅れるように思われ、他国の選択を用意
しておくことが要検討となる。

育成就労法附則に、育成就労のCOE
については事前申請の受付規程がな
いため、2027年4月1日からとなる。

育成就労開始予定の6カ月前に申請可
開始予定日の4カ月前から申請可
9月1日頃受付開始

育成就労法附則5条により、2027年4月前から育成就労計
画認定申請が可能。
この時点で監理支援機関の許可が必要。

【変更の内容】：以下を追加することになる可能性が高い（例文は中央会から示される）。
「組合員のためにする育成就労外国人共同受入事業」
「育成就労外国人受入れに係る職業紹介事業」
【手続】：総会決議（中協法51条1項）、都道府県等の認可（同51条2項）、事業計画が必要。

●BSの債務超過に注意
●分野ごとの上乗せに注意（介護、自動車整備、漁業）。
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